
広 報 さ い 平成 年 月号

水道料金改定の背景 超過料金は 当たりの料金
現行の水道料金は、平成 年 月に消費税相当分（ ％）と平成 年 月、平成 年 月およ
び平成 年 月に基本料金・超過料金ともに ％増額改定して現在に至っています。
料金改定以来、業務の改善や経費節減に努めて参りましたが、大幅な歳入不足が生じています。
歳入不足の要因は、人口減少による水道料金の減少と過去に実施した水道施設の建設費（借入金）
の返済が未だ残っていることによります。
水道会計は特別会計となっており、一般会計（民生費・土木費・教育費など）とは別になって
います。このため、水道会計は独立採算および受益者負担が原則で、水道料金により経営しな
ければなりません。
平成 年度で約 万円の料金収入がありましたが、水道事業の運営および借入金の返済には
料金収入だけでは足りませんので、一般会計から不足分を補ってもらっています。
しかし、一般会計も厳しい財政状況にあります。
％増額改定しても、下北地域における佐井村の水道料金は下位に位置しています。
このような状況から佐井村議会平成 年 月定例会で決議され、料金改定を実施することにな
りました。住民のみなさんにはご負担をおかけしますが、ご理解ご協力くださるようお願いし
ます。

下北地域における水道料金の現状（口径 、一般家庭用の場合）
水道料金 〔基本料金 超過料金（基本水量を超えた場合） メーター使用料〕 消費税

料金
用途

基本水量
現行料金 改定料金 増額分

基本料金 超過料金 基本料金 超過料金 基本料金 超過料金

一般家庭用 円 円 円 円 円 円

営業用 円 円 円 円 円 円

団体用 円 円 円 円 円 円

工業用 円 円 円 円 円 円

浴場営業用 円 円 円 円 円 円

臨時用 円 円 円 円 円 円

料金
用途

基本水量
現行料金 改定料金 増額分

基本料金 超過料金 基本料金 超過料金 基本料金 超過料金
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